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税

金

税

金

￥固
定
資
産
税
の
減
免
申
請

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
申

請
に
よ
り
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

27
年
１
月
１
日
現
在
で
65
歳

以
上
の
人
、
特
別
障
が
い
者
、
寡

婦
、
寡
夫
の
い
ず
れ
か
で
、
次
の

す
べ
て
を
満
た
す
人

・
所
有
者
お
よ
び
所
有
者
と
生
計
を

一
に
す
る
す
べ
て
の
人
の
所
得
が
、

市
民
税
均
等
割
非
課
税
限
度
額
以

下
・
自
ら
の
居
住
用
以
外
に
土
地
や
家

を
持
っ
て
い
な
い

・
家
屋
の
課
税
延
床
面
積
が
70
㎡
以

下
・
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
含
む
）

の
年
税
額
が
土
地
と
家
屋
を
合
わ

せ
て
５
万
円
以
下

減
免
額　

27
年
度
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
含
む
）
の
２
分
の
１

申
請
に
必
要
な
物　

27
年
度
固
定
資

産
税
納
税
通
知
書
、
印
鑑

申
請
方
法

　

８
月
31
日
㈪
ま
で
に
直
接

※
本
人
に
よ
る
申
請
が
必
要

申
請
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

公
共
用
道
路
の
申
告

　

私
道
を
「
公
共
の
用
に
供
す
る
道

路
」
と
し
て
負
担
し
て
い
る
場
合
、

申
告
に
よ
り
公
共
用
道
路
と
し
て
認

定
さ
れ
る
と
、
道
路
部
分
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税
に
な

り
ま
す
。

対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
道
路

・
道
路
形
態
を
有
す
る

・
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る

※
専
用
道
路
で
あ
る
、
通
行
制
限
が

あ
る
、
障
害
物
が
あ
る
、
有
料
で

貸
し
付
け
て
い
る
、
植
木
鉢
や
自

転
車
な
ど
を
日
常
的
に
置
く
な
ど

の
場
合
は
対
象
外

申
告
に
必
要
な
物　

印
鑑
、
身
分
証

明
書
（
納
税
通
知
書
な
ど
も
可
）
、

道
路
部
分
を
示
す
図
面
（
土
地
家

屋
調
査
士
な
ど
有
資
格
者
作
成
）

申
請
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

固
定
資
産
税
２
期
分
の
納

付
期
限
は
７
月
31
日
㈮

　

固
定
資
産
税
２
期
分
の
納
付
期
限

は
７
月
31
日
㈮
で
す
。
最
寄
り
の
取

扱
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
、

納
付
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

納
付
期
限
が
過
ぎ
る
と
、
延
滞
金

な
ど
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
納
付
に
は
、
便
利
な
口
座

振
替
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

　

平
日
は
仕
事
な
ど
で
来
庁
で
き
な

い
人
は
、
日
曜
納
付
相
談
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

と
き　

７
月
26
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

年

金

年

金

27
年
度
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請

　

７
月
か
ら
、
27
年
度
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
全

額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の
３
・

半
額
・
４
分
の
１
免
除
）
、
納
付
猶

予
を
申
請
で
き
ま
す
。
ま
た
、
離
職

し
た
人
に
は
特
例
に
よ
る
免
除
制
度

も
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
承
認
は
、
前
年
度
の
所
得

な
ど
で
国
が
審
査
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
を
持
っ
て
直
接

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）
が
必
要

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書
が

必
要

申
請
・
問
合
先

　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

７
月
は
現
況
届
の
提
出
月

　

20
歳
前
障
が
い
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
や
、
福
祉
年
金
か
ら
切
り
替
わ

っ
た
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

人
（
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
が
６

３
５
０
ま
た
は
、
２
６
５
０
）
は
、

毎
年
７
月
が
現
況
届
の
提
出
月
で
す
。

　

現
況
届
は
、
引
き
続
き
年
金
を
受

け
る
権
利
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め

の
大
切
な
も
の
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
７
月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
大
阪
事
務
セ
ン
タ
ー
か
ら

現
況
届
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
合
先

　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

休
日
国
民
年
金
相
談

　

退
職
し
た
場
合
な
ど
に
必
要
な
年

金
の
種
別
変
更
の
手
続
き
や
、
免
除

申
請
な
ど
を
受
け
付
け
ま
す
。

と
き　

７
月
26
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
民
課

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

持
ち
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）
が
必
要

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

防

災

防

災

特
別
警
報
の
運
用

　

気
象
庁
で
は
、
大
雨
や
地
震
、
津

波
な
ど
に
よ
り
、
重
大
な
災
害
が
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

「
警
報
」
を
発
表
し
て
警
戒
を
呼
び

か
け
ま
す
。
ま
た
、
警
報
の
発
表
基

準
を
は
る
か
に
超
え
る
豪
雨
な
ど
が

予
想
さ
れ
、
重
大
な
災
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
く
な
っ
た

場
合
に
は
「
特
別
警
報
」
を
発
表
し
、

最
大
限
の
警
戒
を
呼
び
か
け
ま
す
。

　

特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
は
、

数
十
年
に
一
度
し
か
な
い
非
常
に
危

険
な
状
況
で
す
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

な
ど
の
情
報
に
注
意
し
、
た
だ
ち
に

命
を
守
る
た
め
の
行
動
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
特
別
警
報
の
発
表

が
な
い
場
合
で
も
、
警
報
が
発
表
さ

れ
た
時
点
で
、
十
分
な
警
戒
が
必
要

で
す
。
早
め
の
行
動
が
、
あ
な
た
や

家
族
の
命
を
守
り
ま
す
。

　

市
で
も
、
特
別
警
報
の
発
表
時
に

は
、
学
校
な
ど
市
内
40
カ
所
に
あ
る

同
報
系
ス
ピ
ー
カ
ー
、
携
帯
電
話
へ

の
一
斉
メ
ー
ル
な
ど
で
、
情
報
提
供

を
行
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.jma.go.jp/jma/
index.html

）
を
参
照

問
合
先　

【
特
別
警
報
に
つ
い
て
】

　

大
阪
管
区
気
象
台
予
報
課

　

☎
０
６
（
６
９
４
９
）
６
３
０
３

【
災
害
時
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
】

　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

台
風
に
備
え
て
安
全
対
策

　

毎
年
７
月
〜
10
月
は
日
本
列
島
に

台
風
が
接
近
・
上
陸
し
、
大
き
な
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

台
風
の
接
近
が
予
想
さ
れ
る
と
き

は
、
大
雨
や
暴
風
な
ど
へ
の
備
え
が

大
切
で
す
。

　

ま
た
、
局
地
的
・
断
続
的
な
大
雨

に
よ
る
浸
水
に
備
え
、
洪
水
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
で
避
難
所
と
避
難
経
路
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
危
機
管

理
課
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載

台
風
接
近
中
の
注
意

○ 

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
台
風
情

報
に
注
意
す
る

○ 

風
で
飛
び
そ
う
な
植
木
鉢
や
ご
み

箱
な
ど
は
屋
内
に
入
れ
る

○ 

側
溝
な
ど
の
ご
み
な
ど
を
取
り
除

き
、
排
水
を
良
く
し
て
お
く

○ 

不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る

問
合
先

　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

９
月
４
日
㈮

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
を
実
施

　

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
は
、
地
震

発
生
時
な
ど
に
、
皆
さ
ん
自
ら
が
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
源
か
ら
情
報
を
確
認

し
、
災
害
に
対
す
る
行
動
を
と
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
さ

れ
ま
す
。
訓
練
当
日
は
、
訓
練
用
の

緊
急
速
報
メ
ー
ル
・
エ
リ
ア
メ
ー
ル

が
携
帯
電
話
（
対
応
機
種
の
み
）
に

発
信
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
訓
練
当
日
は
、
電
話
が
つ

な
が
り
に
く
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
訓
練
に
つ
い
て
は
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

訓
練
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
は
、

府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://ww

w.pref.osaka.lg.jp/

）
を
参
照

実
施
日
時

　

９
月
４
日
㈮
午
前
11
時

問
合
先

　

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
実
行
委
員

会
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
４
１
）
０
３
５
１

　

府
民
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６
（
６
９
１
０
）
８
０
０
１

募

集

募

集

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

臨
時
的
任
用
職
員

勤
務
期
間　

７
月
20
日
㈷
〜
９
月
18

日
㈮
の
週
４
日
、
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
15
分

勤
務
場
所

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

内
容　

ご
み
の
収
集
業
務

対
象　

65
歳
未
満
の
人

賃
金　

時
給
９
４
１
円

※
交
通
費
別
途
支
給
（
上
限
あ
り
）

申
込
方
法　

電
話
連
絡
後
、
履
歴
書

を
持
っ
て
直
接

申
込
・
問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
０
４
８

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

保

険

保

険

保
険
料
は
毎
月
納
付
期
限

内
の
納
付
を

　

国
民
健
康
保
険
料
第
２
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
１
期
の
普
通

徴
収
の
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で

す
。

納
付
期
限　

７
月
31
日
㈮

◆
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
保
険

収
納
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ
ー
口
座

振
替
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
で
の
手
続
き
不
可

◆
７
月
の
日
曜
納
付
相
談
日

と
き　

７
月
26
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１

階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
保
険
証

の
発
行
不
可
。
納
付
書
は
後
日
郵

送
問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

27
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
納
入
通
知
書
を
送
付

　

27
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
納
入
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
。
納
入
通
知
書
に
記
載
し

て
い
る
指
定
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ

で
納
付
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保

険
者
証
を
更
新

　

８
月
か
ら
使
え
る
国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
者
証
を
、
７
月
21
日
㈫

か
ら
交
付
し
ま
す
。

　

仕
事
な
ど
で
、
業
務
時
間
内
に
来

庁
で
き
な
い
人
は
、
夜
間
交
付
窓
口

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き　

７
月
28
日
㈫
〜
31
日
㈮

　

午
後
５
時
30
分
〜
午
後
７
時
30
分

持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
本
人
が
確

認
で
き
る
物（
運
転
免
許
証
な
ど
）、

短
期
被
保
険
者
証

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

27
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書

　

27
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
決
定
し
ま
し
た
。
７
月
中
旬
に

保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

　

所
得
が
低
い
世
帯
の
保
険
料
は
軽

減
後
の
額
に
な
り
ま
す
が
、
所
得
未

申
告
の
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

◆ 

保
険
料
の
納
付
方
法
は
特
別
徴
収

ま
た
は
普
通
徴
収

○ 

特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
保
険
料
を

天
引
き

○ 

普
通
徴
収
…
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
保
険
料
を
納
付

※ 

年
度
の
途
中
で
満
75
歳
に
な
っ
た

人
な
ど
は
普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴

収
に
切
り
替
わ
る
場
合
あ
り

※ 

口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
被

保
険
者
証
、
通
帳
、
通
帳
印
を
持

っ
て
直
接

申
請
・
問
合
先　
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新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
は
橙
色
で
す
。
７
月
中
旬
に
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
被

保
険
者
証
は
届
き
次
第
使
え
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希

望
す
る
場
合
は
、
同
封
の
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
医

師
・
薬
剤
師
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
水
色
）
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
で

す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
被
保
険
者

証
は
、
健
康
保
険
課
に
返
却
ま
た
は

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
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